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B-13 肺血栓塞栓症予防管理料（産婦人科） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、産婦人科における局所麻酔、静脈麻酔などで行われる小手

術に対する肺血栓塞栓症予防管理料の算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 肺血栓塞栓症および深部肺血栓塞栓症の診断、治療、予防に関するガイ

ドライン（2017 年改訂版）によると、産婦人科における局所麻酔、静脈

麻酔などで行われる小手術については短時間で終了する手術であり、肺血

栓塞栓症の発症リスクが低いことが示されている。 

 したがって、産婦人科における局所麻酔、静脈麻酔などで行われる小手

術に対する肺血栓塞栓症予防管理料の算定は認められないと整理した。 

 

 


